
庁      議  

              日時：１０月２１日（月）ＡＭ８：３０ ＜庁議室＞ 

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

【市長挨拶】 

 

 

 

 

 

【協議事項】 

１．1級20号線電線共同溝整備（工区③）工事業務委託契約の変更について    都市政策部長 

 

 

 

【連絡事項】 

１．令和元年度クリーン作戦事業報告について                 産業環境部長 

 

２．第8回太田都市計画の定期見直しに係る都市計画の変更手続きについて    都市政策部長 

 

３．太田市立地適正化計画の変更（居住誘導区域の変更）手続きについて     都市政策部長 

 

４．太田都市計画地区計画（石原町下小林町地区ほか２地区）の         都市政策部長 
都市計画変更手続きについて 

 

 

 

【その他】 

１．１２月定例会日程表について                       議会事務局長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 
◆ 次回庁議予定 ◆１１月１１日（月）ＡＭ８：３０～＜庁議室＞ 案件名報告：１０月２９日 (火)PM5:00 
                                    資料提出：１１月 １日 (金)PM5:00 



 １０月２１日 庁議提出案件           資料No.１   
●内 容 【 1.協議事項 】 

○公 開 【 1.可 】 

○公開時期【 2.委員会・委員会協議会後 】 

 

                 都市政策部長 氏名 赤坂 高志 内線（TEL）2800   

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

 

【 表 題 】 

 １級２０号線電線共同溝整備（工区③）工事業務委託契約の変更について 

 

 

【 目 的 】 

  平成３１年３月２６日に契約を締結した１級２０号線電線共同溝整備（工区③）工事業務

委託契約について、その一部を変更する契約を次のとおり締結するものとする。 

 

 

【 概 要 】 

 １ 主な内容 

 （１）目 的  1級20号線電線共同溝整備（工区③）工事業務委託 

 （２）委 託 箇 所  自：太田市新島町６６７－２番地先 

            至：太田市新島町７２４番地先 

 （３）契 約 金 額  変更前 １４７，５９７，１２０円 

            変更後 １５８，０００，０００円（概算） 

            ※変更契約額は令和元年１１月上旬に確定する予定 

 （４）契約の相手方  群馬県前橋市八島町５８－１ 

            エヌ・ティ・ティ・インフラネット株式会社 

            群馬支店長 日 戸 正 行 

 （５）変更の理由   当委託は、別紙位置図記載箇所における既設歩道内に電線共同溝

を整備する業務委託であるが、同一路線内において行われている複

数工事の影響がある中で、電線共同溝整備事業の令和２年度実施ス

ケジュールを考慮すると上記工期内における完成が求められるこ

とから、施工体系を見直したことに伴い作業人工及び保安要員を増

員する必要が生じたため変更するものである。 

 

 ２ 今後の予定 

（１） 令和元年１１年１９日 都市産業委員会協議会に報告 

（２） 令和元年１２月 ３日 １２月定例会に議案を提出予定 

 

【 備 考 】 

 

＊ 問い合わせ先 都市政策部 道路整備課 南部係 内線2721 ４７－１８７５ ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ 



  10月 21日 庁議提出案件           資料No.１ 

●内 容 【 2.連絡事項 】 

○公 開 【 1.可 】 

○公開時期【 2.委員会・委員会協議会後 】 

 

            産業環境部長 氏名 有本 尚史  内線 ２６００  

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

 

【 表 題 】 

 

  令和元年度クリーン作戦事業報告について 

 

【 目 的 】 

 

「私達のまちは私達の手で」を合言葉に、快適で潤いのある生活環境を保つことを目的と

して全市一斉に行ったクリーン作戦事業について報告するものです。 

 

 

【 概 要 】 

 １ 日  時 春季 令和元年５月２６日（日） 

秋季 令和元年９月２９日（日） 

各地区において概ね午前６時から午前９時に実施 

 

２ 経  緯 昭和５８年（１９８３年）第３８回国民体育大会（あかぎ国体）の開催を

機にクリーン作戦が始まり、今年度は３６年目。 

          毎年２回実施（春季は５月最終日曜日、秋季は９月最終日曜日） 

 

３ 回収実績 春季 可燃 ５６．３６ｔ  不燃 １６．７４ｔ 

秋季 可燃 ６６．１７ｔ  不燃 １１．３９ｔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

【 備 考 】 

＊ 問い合わせ先  産業環境部 環境政策課 環境企画係 内線2622 47-1953 ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ 

 



１０ 月２１ 日 庁議提出案件           資料No.２    
●内 容 【 2.連絡事項 】 

○公 開 【 1.可 】 

○公開時期【 2.委員会・委員会協議会後 】 

 

             都市政策部長 氏名 赤坂 高志 内線（２８００） 

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

【 表 題 】 

第８回太田都市計画の定期見直しに係る都市計画の変更手続きについて 

 

【 目 的 】 

概ね５年に一度行われる都市計画の定期見直しに伴い、市内８地区について都市計画の変

更手続きを行うものです。 

 

【 概 要 】 

 １ 各地区の概要 

No 地区名 面積 主な土地利用 用途地域 備考 

1 東金井東今泉 約42.1ha 工業系 工業専用地域等 - 

2 別所脇屋 約32.8ha 工業系 工業専用地域等 既成市街地 

3 飯塚東矢島 約58.6ha 住居系 第1種住居地域等 既成市街地 

4 富若 約8.2ha 工業系 準工業地域 - 

5 只上 約9.3ha 工業系 準工業地域 - 

6 別所脇屋新田小金井 約34.8ha 工業系 工業専用地域等 - 

7 新田上中 約7.3ha 工業系 工業専用地域 - 

8 丸山 約8.5ha 商業系 準工業地域 - 

合 計 約201.6ha - - - 

 ※位置については別紙総括図のとおり 

 

２ 変更内容 

  ① 区域区分の変更：市街化調整区域→市街化区域へ編入 

  ② 用途地域の変更：無指定→用途地域の指定 

  ③ 地区計画の策定：地区の特性に応じたきめ細やかな土地利用計画の策定 

 

 ３ 今後の主なスケジュール（予定） 

  関係権利者への説明会    令和元年１１月～１２月 

都市計画原案の閲覧、案の縦覧   令和２年１月～３月 

  都市計画審議会       令和２年４月（県・市） 

  都市計画決定告示      令和２年度中 

 

【 備 考 】 

＊ 問い合わせ先 都市政策部都市計画課都市計画係 内線2813 ４７－１８３９ ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ 



１０ 月２１ 日 庁議提出案件           資料No.３   
●内 容 【 2.連絡事項 】 

○公 開 【 1.可 】 

○公開時期【 2.委員会・委員会協議会後 】 

 

             都市政策部長 氏名 赤坂 高志 内線（２８００） 

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

【 表 題 】 

 

 

太田市立地適正化計画の変更（居住誘導区域の変更）手続きについて 

 

 

【 目 的 】 

 

 

太田市立地適正化計画（平成２９年３月公表）における居住誘導区域の変更（区域の追加）

のため、当該計画の変更手続きを行うものです。 

 

 

【 概 要 】 

 

 １ 内容 

 

   都市計画の定期見直しにより、既成市街地であり、主に住居系土地利用を想定している 

  飯塚東矢島地区（約５８．６ｈａ）を市街化区域へ編入することに伴い、都市の居住者の 

居住を誘導すべき区域として、平成３１年３月に公表した太田市立地適正化計画における 

居住誘導区域に当該地区を新たに追加するものです。 

  

 

 ２ 今後の主なスケジュール（予定） 

   

  意見公募手続の実施        令和２年１月 

  都市計画審議会への意見聴取   令和２年４月 

  変更計画の公表      令和２年度中  

  ※公表については、飯塚東矢島地区の市街化区域編入等の都市計画決定告示と同時を予定 

 

 

【 備 考 】 

 

＊ 問い合わせ先 都市政策部都市計画課都市計画係 内線2813 ４７－１８３９ ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ 



 １０月２１日 庁議提出案件           資料No.４   
●内 容 【 2.連絡事項 】 

○公 開 【 1.可 】 

○公開時期【 2.委員会・委員会協議会後 】 

 

               都市政策部長 氏名 赤坂 高志  内線（TEL）２８００ 

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ 

【 表 題 】 

 

太田都市計画地区計画（石原町下小林町地区ほか２地区）の都市計画変更手続きについて 

 

【 目 的 】 

 

  石原町下小林町地区地区計画区域内において民間事業者からの増床要望があり、これに対

応しつつ、地区内の良好な市街地環境を維持するため、地区計画で定める地区施設の道路及

び広場の位置を変更するものです。 

また、上位法の改正に伴い、建築物の用途制限の取扱いが変更されたため、同地区におい

て改正に合わせた変更を行うとともに、その他対応が必要な２地区（吉沢地区、市場前原地

区）についても、同様の変更を行います。 

 

【 概 要 】 

 

 １ 地区計画の変更内容 

  ⑴ 石原町下小林町地区（約 18.3ha） 

① 増床要望に対応する地区施設（道路及び広場）の変更  

    ・道路：位置及び延長を変更 

    ・広場：２箇所を１箇所に集約し、位置も変更 

② 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和23年法律第122号）の一部

改正に伴う建築基準法（昭和25年法律第201号）の一部改正による、用途制限の取扱

いの変更 

 

  ⑵ 吉沢地区（約 20.1ha）及び市場前原地区（約 5.8ha） 

   上記②と同様、上位法の改正に伴う取扱い変更（建築物の制限内容の変更なし） 

     

 ２ 今後の主なスケジュール(予定) 

   都市計画原案の閲覧及び案の縦覧          令和２年１月～３月 

   市都市計画審議会                 令和２年４月 

   都市計画決定告示                 令和２年度中 

 

【 備 考 】 

＊ 問い合わせ先 都市政策部 都市計画課 都市計画係 内線2813  47-1839（ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ） 


